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地方公共団体に求められる支援
～総合的対応窓口の活性化のために～

※本研修教材の無断使用・転載・コピー・引用等は禁止します。

○ 地方公共団体が果たすべき役割

○ 総合的対応窓口を活性化するために

必要なこと

○ 総合的対応窓口における専門職の活用

本講義の内容

※本講義で使用する用語について
被害者＝犯罪被害等に遭われた本人、その家族、遺族

（犯罪被害者等）
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検察庁

市区町村

都道府県

警 察

民間被害者
支援団体

医療機関

法テラス

犯
罪
被
害
者
等
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ーアドバイザー機能の発揮

犯罪被害者等支援調整会議
（都道府県主催）

都道府県 警 察

犯罪被害者等
早期援助団体

居住地の
市区町村

検察庁

④会議開催の
必要性を判断

⑤支援計画案
の作成
会議の招集

犯罪被害者等
①相談・問合せ
被害申告等

②情報集約
（犯罪被害者等
の同意が前提）

児童相談所

その他

性犯罪・性暴力
被害者のための
ワンストップ
支援センター

③面談を実施し、
ニーズ把握・
同意取得を行う

複
数
の
機
関
・
団
体
に
よ
る

複
数
の
制
度
・
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
必
要
が
あ
る
場
合

４機関・団体

弁護士

コーディネーターが必要と認める機関・団体

⑨支援の進捗
確認
支援計画の
見直し

⑦支援計画の説明

⑧支援の提供

福祉
関係機関 等

（
都
道
府
県
の
総
合
的
対
応
窓
口
）

⑥支援計画の決定

相談等受理機関・団体

※全ての個別事案について開催されるものではなく、
コーディネーターが必要と判断した場合に開催。

図２：先進的な都道府県の取組を参考とした多機関ワンストップサービスの仕組み（例）

前掲「手引き」より
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図３：総合的対応窓口を中核とした基盤整備（例）

【機関内ワンストップサービスの構築のための取組例】

○ 各所属が担当する犯罪被害者等が利用し得る制度・サービスを相互に把握。

○ 把握した制度等について、担当所属を示した上で網羅的に取りまとめた支援メニューリストや担当者の連絡先リスト等

の作成、共有（支援メニューリストは、犯罪被害者等に配布することもあり得る）。

○ 機関内で行われる各種会議等を通じて、犯罪被害者等の相談があった場合の対応要領の確認等。

○ 各所属の担当者に対し、犯罪被害後に犯罪被害者等が置かれる状況・精神的負担、行政機関への支援ニーズ、支援者側

の代理受傷等の教養の実施。

○ 各所属の担当者を含む全職員向け犯罪被害者等講演の実施等による意識向上。

高額療養

高齢者

障害者

精神保健

教 育

子育て

公営住宅

消費者生活

虐 待

就 業医療費助成

年 金

税

防 犯ＤＶ相談

戸籍・
住民票

総 合 的 対 応 窓 口
○ 一元的に犯罪被害者等のニーズの把握、必要な情報を関係する部署に共有
○ 機関として実施する支援メニューの調整、様々な部署が担当する支援メニューを犯罪被
害者等に提示・提供

等

生活困窮

介護保険

連 携

各所属が担当する生活を支援する制度・サービス

後掲「手引き」より
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詳しくは、「総合的対応

窓口の在り方」の講義
を参照

この「手引き」は
警察庁webでも公開
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15 

41 

130 

126 

1人体制

2名以上の体制

相談あり 相談なし

***

χ2乗検定, p≦0.1* p≦0.05** p≦0.01***
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➡

25

13

234

44

相談なし

相談あり

資格有 資格なし

χ2乗検定, p≦0.1* p≦0.05** p≦0.01***

***

資格とは社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、社会福祉主事、
臨床心理士等 （調査時点）
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保護観察所

検察庁

当事者団体・

自助グループ

医療機関

カウンセリング

機関

弁護士（会）法テラス

保健所・精神

保健福祉セ…

福祉事務所

民間被害者支

援団体

警察

有資格者

資格なしの者
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（N=364）

事業の実施 有資格者 資格なしの者

有実施率 18件(51.4%) 91件(34.5%) P=0 .050 **

被害者支援ネットワーク会議への
出席 11件(31.4%) 58件(22.0%) P=0.212 n.s.

対応窓口についての定期的な広報
12件(34.3%) 33件(12.5%) P=0.001 ***

被害者等支援についての職員研修

の開催 7件(20.0%) 22件(8.3%) P=0.028 **

被害者等支援に関する市民講演会

の開催 8件(22.9%) 15件(5.7%) P<0.000 ***

その他
5件(14.3%) 17件(6.4%) P=0.095 *

χ2乗検定, p≦0.1*　p≦0.05**　　p≦0.01***

事業実施率
p
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誰もが安心し
て暮らせる
安全な地域

づくり

再び被害
を生まな

い

被害者を
孤立させ

ない をもつ

22



•

•

かなめ
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ご視聴ありがとうございました。


